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1-1 
分 類 排出量取引 

事 項 省エネ対策とオフセットクレジットの創出 

事 例 

Ａ社は、東京都内に中小規模の事業所を持つ企業である。環境への負荷を懸念し、
省エネ対策に積極的に取り組むことにしている。 

ある日、東京都の排出量取引が、2011（平成 23）年4月から始まっていると

いう情報が飛び込んできた。排出量取引では、削減対策による実績をオフセットク
レジットに変換して他社と取引を行うことができるらしい。Ａ社は、この取引を利

用して、利益を得たいと考えている。 

取り得る対応 

東京都が実施する排出量取引では、他社（又は自社の他の事業所）が実施した削
減対策による削減量をやり取りすることができます。ある一定の要件に該当する大

規模事業所は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき、温室

効果ガス排出量の総量削減義務がかかっています。この義務を履行するための一つ
の手段として活用されるのがオフセットクレジットです。 

A 社の削減努力がオフセットクレジットになれば、排出量取引を通じて、削減義

務を負っている大規模事業所の削減義務履行の手助けとなり、さらに、自らも利益
を得ることができるというメリットが発生します。 

A 社は、自らの事業所でどのような省エネ対策が可能か考えながら、東京都環境

局のホームページから「都内中小クレジット算定ガイドライン」を確認します。そ
して、ガイドラインを見ながら、自社の所有する事業所の本制度における位置づけ

を明確にし、将来どのような対策をしていけばオフセットクレジットになるのかを

「都内中小クレジット算定ガイドライン」において確認します。 

 その後、A 社は、「都内中小クレジット算定ガイドライン」の要件に合致する省
エネ対策を実施するとします。この場合は、ガイドラインに従い、基準排出量を決

めて、どれだけの削減量を生み出したのか算定します。算定されたデータについて

検証機関の検証を受け、東京都からその削減量について認定される必要がありま
す。認定された後は、クレジット発行のための一般管理口座の開設（「排出量取引

運用ガイドライン」に記載）を行い、東京都への申請の後、一般管理口座へクレジ

ットの発行を受けます。その後、取引相手を見つけて、取引を行います。契約が成
立すれば、A 社は、取引相手の一般管理口座にクレジットを移転することを、東京

都に申請します。 

このような一連の流れを経て、A社は、努力して削減した実績の対価としての利

益を獲得できます。 

①「都内中小クレジット算定ガイドライン」の要件を確認 
 
 

 

②対策の実施とオフセットクレジットの算定 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

③口座の開設と取引 

 

 
 

 

 

 
 

 

参照ガイドライン ― 

A 社 
 -CO2 

A 社 

省エネ対策を実施 

事前届 

削減量を算定 検証 東京都が認定 

東京都が認定 

総量削減の 
実績が出た後 

認定申請 

一般管理口座開設の申請 クレジットの発行を受ける 

大規模事業所 

A 社の一般管理口座 

 

\ 

振替可能削減量 
振替申請書 

を提出して、クレジ
ットを取引 
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1-2 
分 類 排出量取引 

事 項 排出量取引の流れ（削減義務対象事業所） 

事 例 

Ａ社は、特定地球温暖化対策事業所を有している。 

Ａ社は自社努力による削減対策だけでは限界があり、排出量取引により削減義務
を履行したいと考えている。 

取り得る対応 

排出量取引は、削減量口座簿という電子システム上で記録が行われます。 

Ａ社は、排出量取引を行うために必要な一般管理口座を開設した上で、クレジッ
トを売ってもらえる取引相手を見つけます（その際、電子システム上の見積受付登

録事業者照会機能から取引相手を検索することもできます。）。まず複数の取引相手

から見積書をもらい、条件のあった取引相手（Ｃ社）を決定し、契約を締結します。 
Ｃ社は、東京都に「振替可能削減量振替申請書」を提出し、東京都の処理完了後、

C社が電子システム上で、C社の一般管理口座からＡ社の一般管理口座へクレジッ

トを移転します。契約に従い、Ａ社はＣ社に代金を支払います。 
続いてA社は、取得したクレジットを指定管理口座へ移転する申請書（「振替可

能削減量振替申請書」）を作成して東京都に提出します。その後、知事の職権によ

り義務充当が行われます。なお、別途指定管理口座にクレジットを保有している場

合、計画期間終了後に指定管理口座にあるクレジットは、知事の職権により義務充
当が行われます。任意のタイミングで義務充当する場合は、「義務充当申請書」の

提出が必要になります。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第 1章３、第３章１～７ 

契約書 

C社 締結 

A 社 

取引相手 

C社 

見積受付登録事業者 

照会機能 

一般管理口座の開設 

東京都 

一般管理口座 

A 社 

移転 

代金 

C 社との契約締結後 

東京都 

指定管理口座 

義務充当口座 

振替可能削減量 

振替申請書 

義務充当 

排出量取引ではクレジットは、一般
管理口座から一般管理口座へ移転

されるのかぁ。 
義務充当口座へは、指定管理口座か

らしか移転できないんだね。 

取引相手を見つける 

見積書 

B 社 
見積書 
C社 

見積書 

D 社 

複数の事業者に見積を取ってみまし

ょう。取引相手が見つからない時は、

「総量削減義務と排出量取引システ
ム」の見積支援機能も活用できます。

システム内のメニュー画面の「見積受

付登録事業者照会」をご覧ください。 

ここではじめ

て義務充当が

完了します。 

一般管理口座開設申請書 

 

 

 

 

一般管理口座 

 

 

※A 社が行う申請を、     で示しました。 

移転 

C社が都に申請し、

A 社にクレジット

を移転する。 



 

 

1-3 
分 類 排出量取引 

事 項 取引費用の試算 

事 例 

Ａ社は都内に基準排出量 10,000t-CO2、削減義務率 27％の大規模事業所を有

している。第三計画期間における削減義務量は、 

13,500t-CO2（=（10,000t-CO2/年×27％）×5年）となっている。現段
階の計画では、削減義務量のうち 10,000t-CO2は自社努力により削減できそう

だが、残りの 3,500t-CO2は排出量取引に頼らなければ、義務を履行できない状

況にある。したがって、排出量取引にかかる費用を試算しようとしているが、どの
ように算定すればよいのか悩んでいる。 

取り得る対応 

排出量取引にかかる費用を試算するに当たっては、まず、次のポイントを重視し

てください。 
●総量削減義務と排出量取引システムの指定管理口座において基準排出量と削

減義務率をしっかりと確認しておくこと。 

●途中の年度で削減義務率等が変化した場合（例えば、トップレベル事業所に認
定される等）には、不足量も変化することを踏まえること。 

●削減対策の実施をしっかりと計画し、その対策による削減量を推計すること。 

以上のポイントを踏まえた上で、不足する削減量について排出量取引をお考えく
ださい。排出量取引を行う場合の費用を試算するに当たっては、次の情報がありま

すので、これらを参考にして取引単価を想定してください。 

・事業者に見積依頼をして得られる単価 

（なるべく多くの事業者から得ることが望ましい。） 
・グリーン電力証書等の取引単価 

・東京都が公表する取引価格の調査結果等 
( https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/trade/index.html#cmssateikekka ） 

●削減義務量に対する不足量の確認 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
●同じ排出量の場合でも、削減義務率が変更すると不足量も変化する。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

参照ガイドライン ― 

不足量 

▲1,900 
t-CO2 

不足量 

▲1,400 
t-CO2 

想定単価については、次の情報を参考にしてください。 

・ 多くの事業者からの見積価格 

・ グリーン電力証書等の取引価格 

・ 東京都が公表する取引価格の調査結果等 

 

破線は排出上限量を

示す。破線よりも超過

した排出量が、不足量

となる。 

この場合の不足量の

合計は、 

7,600t-CO2となる。 

 

費用＝7,600t-CO2 

×想定単価 

 

8,700 
t-CO2 

8,500 
t-CO2      

8,500 
   t-CO2        

27％ 

% 

10,000 
t-CO2    

不足量 

▲1,200 
t-CO2 

不足量 

▲1,200 
t-CO2 

不足量の合計 

▲7,600 t-CO2 

基準排出量 2020 

(R2)年度 

2021 

(R3)年度 

2022 

(R4)年度 

2023 

(R5)年度 

2024 

(R6)年度 

上記と同じ排出量で

も、３年目にトップレ

ベル事業所に認定され

た場合は、4 年目から

単年度当たりの不足量

がなくなり、逆に超過

削減量が発生する。５

年間の不足量の合計は

3,550t-CO2となる。 

 

費用＝3,550t-CO2 

×想定単価 

2022(令和 4)年度に 

ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙ事業所に認定 

27% 13.5% 

基準排出量 2020 

(R2)年度 

2021 

(R3)年度 

2022 

(R4)年度 

2023 

(R5)年度 
2024 

(R6)年度 

2022(令和 4)年度に対策実施 

排出量が削減されると推測 

不足量 

▲1,900 
t-CO2 

不足量 

▲1,900 
t-CO2 

不足量 

▲50 
t-CO2 

超過削減量 

150 
t-CO2 

超過削減量 

150 
t-CO2 

不足量 

▲1,900 
t-CO2 

不足量の合計 

▲3,550 t-CO2 

9,200 
t-CO2      

9,200 
t-CO2      

10,000 
t-CO2    9,200 

t-CO2      

9,200 
t-CO2      

8,700 
t-CO2 

8,500 
t-CO2      

8,500 
   t-CO2        

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/trade/index.html#cmssateikekka


 

 

1-4 
分 類 排出量取引 

事 項 超過削減量の発行時期 

事 例 

A 社は、特定地球温暖化対策事業者であり、基準排出量 10,000t-CO2、削減
義務率 27％の大規模事業所である。 

自社努力により、2020（令和 2）年度に削減義務按分量を 500t-CO2上回る削

減量を生み出すことができた。しかし、この削減量について、次の 2つの点で悩ん 
でいる。 

① 2025（令和 7）年の 11月末の計画書の提出までに超過削減量の発行申請を

行い、他社へ売却する方が良いのか。 
② 今後が心配なので、第三計画期間における削減義務量の確定（超過削減量の自

動発行）数値を確認してからの方が良いか。 

取り得る対応 

超過削減量については、2020（令和 2）年度分を 2025（令和 7）年の 11月
末の計画書提出までに申請し発行することも可能ですし、2020（令和 2）年度か

ら 2024（令和 6）年度までの排出量の確定分を 2025（令和 7）年度になって

からまとめて発行することも可能です。（確定後の超過削減量の発行は、削減義務
量及び総排出量が確定した段階で、知事が職権で行うため、申請は不要です。） 

 ①の場合には買い手が見つかれば、現在時点で売却収入に相当するキャッシュを

獲得することができるというメリットがあります。ただし、将来時点の超過削減量
の取引価格のほうが高い場合には、売却しない②の場合に比べて最終的なキャッシ

ュの流入総額が小さくなることに留意する必要があります。 

 他方で、①の場合において、現在時点で売却したために削減義務を達成できなく

なった時には、将来時点で他からクレジットを調達して義務充当する手間が生ずる
というデメリットもあります。もちろん、この場合も最終的なキャッシュの流出入

の大きさは、先の説明と同様に、現在時点と将来時点のクレジット等の取引価格の

動向によって左右されます。 
 また、超過削減量の売却益は、売却した事業年度の益金に算入することが考えら

れます。Ａ社としては、こうしたキャッシュ獲得のタイミングや課税所得への影響

等を総合的に勘案して、意思決定することが考えられます。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

すぐに売却してキャッシュを獲得する。 

 

削減義務を達成できた場合 

 メリット 

・いち早く取引を行い、収益を得ることが可能 

 

削減義務が達成できなかった場合 

 デメリット 
 ・排出量取引により、他から調達する手間がかかる。 
  

 
 

 

 

 
 

 

 
発行申請せずに、削減実績として保持 

 

 

削減義務を達成できた場合 
 デメリット 
 ・もっと早く得ることができるはずだったキャッシュの獲

得時期が遅くなる。 
 

削減義務が達成できなかった場合 
 メリット 
・2020（令和３）年度の超過削減量500ｔ-CO2を削減
実績として活用でき、クレジット等を調達する手間がな
い。 

 

※ケース①、ケース②のいずれの場合も、取引価格の状況
によってキャッシュの流入・流出の結果が変わってくる
ことに注意してください。 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第 1章４⑴、第３章４⑵⑶ 

2021 

(令和 3)年度 

\ 

ケース① 

 

超過削減量 

 

売却 

 

 発

行 

 

ケース② 

 

500t-CO2 

 

500t-CO2 

 

2020年度までに500t-CO2も 

上回って削減！ 

2020年度までに500t-CO2も 

上回って削減！ 

 発
行 

 

500t-CO2 

 

2021 

(令和 3)年度 



 

 

1-5 
分 類 排出量取引 

事 例 複数の所有者がいる対象事業所の口座開設について 

事 例 

対象事業所A には、5社（B社、C社、D社、E社、F社）の区分所有者が存在

している。総量削減義務制度に係る提出書類については、5社の代表者の連名で提
出しており、届出は 5社を代表して B社が行ってきた。 

この度、一般管理口座の開設を受けるにあたり、5社で協議したところ、2社（E

社、F社）は排出量取引に参加する意思はないという。開設申請は B社が行う予定
でいるが、一般管理口座をどのように開設を受ければよいのか悩んでいる。 

取り得る対応 

指定管理口座は、対象事業「所」ひとつに対し、必ずひとつ開設される口座です。 

一方、一般管理口座は、対象事業「者」に係る口座で、取引に参加する場合に開
設を受ける口座です。本事例のように、2社（E 社、F社）は取引に参加する意思

がない場合は、一般管理口座は不要です。残りの 3社（B社、C社、D社）はそれ

ぞれに「一般管理口座開設申請書」を提出して一般管理口座の開設を受けます。一
般管理口座の開設申請手続きは、口座を開設しようとする方自身で行っていただく

必要がある点に留意してください。 

なお、本事例のように複数の義務者がいる場合は、事前に義務者の間で協議（ク

レジットの分配や開設時期など）を行ったうえで、一般管理口座の開設を受けてく
ださい。申請書の記入方法については、東京都環境局ホームページの記入要領を参

照してください。 

 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

参考 URL 
●排出量取引に係る手続のダウンロード先（各種申請書の記入要領もご覧ください。） 

 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/documents/index.html 

全員に 

口座簿利用者番号（ユーザーID）と 

暗証番号（パスワード） 

がそれぞれの口座名義人に発行 

される 

 
指定 

指定地球温暖化対策事業所
の指定時に、指定管理口座
が開設される 

 
一般 

Ｃ  
一般 

B 

 

一般 
D 

一般管理口座開設申請書 

対象事業所Ａ 
Ｆ 

Ｅ Ｂ 
Ｃ 

Ｄ 

一般管理口座開設申請

書は開設を希望する申

請者ごとに作成・提出

してください。 

取引予定はない 取引をする可能性が

ある 

 

Ｆ Ｅ Ｂ Ｃ Ｄ 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/documents/index.html


 

 

1-６ 
分 類 排出量取引 

事 例 複数の所有者がいる対象事業所のクレジットの分配について 

事 例 

対象事業所A には、5社（B社、C社、D社、E社、F社）の区分所有者が存在

している。総量削減義務制度に係る提出書類については、5社の代表者の連名で提
出しており、届出は 5社を代表して B社が行ってきた。 

この度、第二計画期間の超過削減量の有効期限が近づいてきたことを契機にこれ

を分配することにした。5社で協議したところ、2社（E 社、F社）は排出量取引
する意思はなく超過削減量はいらないという。そこで、残る３社で超過削減量の分

配量を決定し、各量を B 社、C社、D社に渡すことになった。B社とC社は一般

管理口座を開設しており、D社は一般管理口座を開設していない。 

どのように手続を行えばよいか悩んでいる。 

取り得る対応 

⑴ 移転先となる一般管理口座の整備 

一般管理口座は事業「者」ごとに開設する口座です。D社は一般管理口座を開
設してください（「一般管理口座開設申請書」の提出）。 

また、一般管理口座を開設している B社とC社は、移転元となる指定管理口座

と一般管理口座の関連付けがされているかを、総量削減義務と排出量取引システ

ムから一般管理口座の「口座情報照会」で確認してください。関連付けされてい
ない場合は、指定管理口座と一般管理口座との間でクレジットの移転ができませ

ん。関連付けの手続をしてください（「一般管理口座等に係る関連付け申請書」の

提出）。なお、この手続は関連付けする一般管理口座の名義人が行います。 
⑵ クレジット移転の手続 

移転先の一般管理口座を開設し、指定管理口座からクレジットを３社の一般管

理口座に移転するための申請をします（「振替可能削減量振替申請書」の提出）。 
申請者は移転元の指定管理口座の名義人です。名義人が複数いる場合は、原則

連名で申請します。取引を行わない意向を示したE 社と F社も申請者として記名

してください（B 社が排出量取引に関する手続の委任を受けている場合は、B社
以外の押印は省略可能です。）。 

なお、同一の指定管理口座から複数の一般管理口座への移転については、１つ

の申請書で申請を行うことも可能です。申請書の記入方法は記入要領をご参照く

ださい。 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

参考 URL 
●排出量取引に係る手続のダウンロード先（各種申請書の記入要領もご覧ください。）  
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/documents/index.html 

 
指定 

Ｆ Ｅ Ｂ Ｃ Ｄ 

一般管理口座等に係る 
関連付け申請書  

一般 
Ｃ  

一般 
B 

 

一般 
D 

振替可能削減量 
振替申請書 

一般管理口座 
開設申請書 

 
一般 

Ｃ 

 
一般 

B 

D 

関連付けして

ある 

 

関連付けでき

ていない 

 

一般管理口座を

持っていない 

 

取引予定はない 

超過削減量はいらない 

超過削減量をもら

いたい。 

 

振替希望の有無に関わらず、指定
管理口座からの振替申請は、原則
口座名義人の全員の連名で申請
する必要があります。 

 
指定 

対象事業所Ａ 

Ｆ 
Ｅ Ｂ 

Ｃ 
Ｄ 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/documents/index.html


 

 

1-７ 
分 類 排出量取引 

事 例 口座管理者の登録と変更について 

事 例 

対象事業所A には、5社（B 社、C社、D社、E社、F社）の区分所有者が存在
している。総量削減義務制度に係る提出書類については、5 社の代表者の連名で提

出しており、届出は 5社を代表して B社が行ってきた。 

 B 社が取引に関する申請について調べていると、東京都の制度では口座管理者登
録申請があることに気付いた。これは必須ではなく、登録を行う事で手続が簡素化

されるようであるが、詳細が不明である。また、数年のうちに、代表者をＢ社から

Ｃ社へ交代することが予定されている。口座管理者を登録したとしても、どう変更
したらよいか、変更にどれだけの手間がかかるのかが分からず、登録すべきか迷っ

ている。 

取り得る対応 

 口座管理者を登録することで、指定管理口座に係る申請（例えば、超過削減量の
発行・移転に係る、振替可能削減量等発行等申請書・振替可能削減量振替申請書の

提出、など）を口座管理者が代表して行うことができます。口座管理者をこれまで

と別の法人、個人に変更する場合は、口座管理者の登録（変更登録）として取り扱
いますので、これまでの口座管理者の登録を抹消するための申請、新たな口座管理

者の登録をするための申請がそれぞれ必要になります。 

 申請者は、指定地球温暖化対策事業者で、その全員の記名押印が必要です。 
 指定地球温暖化対策事業所（指定管理口座）ごとに口座管理者を登録することが

できます。筆頭申請者及び口座管理者が同一人物であれば、一つの申請で、複数

の指定管理口座についてまとめて登録（登録抹消）することもできます。なお、

二つ以上の指定管理口座に対して口座管理者を登録（登録抹消）する場合、「口
座管理者登録（登録抹消）申請書」と別紙「指定地球温暖化対策事業所一覧」を

併せて提出してください。 

 口座管理者が、申請対象である事業所の指定地球温暖化対策事業者であるか、指
定地球温暖化対策事業者ではないかを申請書で指定してください。 

 申請書の「口座簿利用者番号」で、口座簿利用者番号を発行済か、未発行か指定

してください。 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第２章２⑶、第３章２⑷⑸ 

 
指定  

 
口座名義人は 

B 社～F社の 5 社 

Ｂ:口座管理者 

口座管理者を登録した場合の

申請手続 

口座管理者は、例えば以下の手続を代

行できます。 

超過削減量の発行や移転に係る、振替

可能削減量等発行等申請書や振替可

能削減量振替申請書の提出 

 
指定  

口座管理者登録 

申請書 

Ｆ Ｅ Ｃ Ｄ 

Ｂ 

口座管理者をこれまでと別の法人、個人に変更する時

は口座管理者登録（登録抹消）申請書を提出してくだ

さい。 

口座管理者を登録しない場合

の申請手続 

全ての口座名義人連名での

指定管理口座に係る申請手

続が必要 
口座管理者は単独で指定管理口

座に係る申請手続を代行可能 

Ｂ Ｆ Ｅ Ｃ Ｄ 

印  印  印  印  印  

印  

手続の度に口座名

義人全員から押印

を集めることが難

しい。何とかならな

いだろうか。 

口座管理者の登録

申請時には全ての

口座名義人連名で

の申請が必要です。 



 

 

1-８ 
分 類 排出量取引 

事 項 超過削減量の発行と移転について 

事 例 

Ａ社は特定地球温暖化対策事業所を有している。削減対策の実施によって削減義務

案分量を 1,000t-CO2上回る削減量を得たため、計画期間の途中ではあるが、超過
削減量を発行して排出量取引を行いたいと考えている。既に一般管理口座の開設は受

けている。取引先は B社と決まったので、B 社の一般管理口座へ超過削減量を移転す

るために東京都に「振替可能削減量振替申請書」を提出しようと思ったが、「総量削
減義務と排出量取引システム」（以下「システム」）の残高照会画面を見ると、超過削

減量は0t-CO2となっていた。どのようにすれば超過削減量は指定管理口座へ発行さ

れるのか疑問に思っている。 

取り得る対応 

削減対策の実施等によって得られた削減量（削減計画期間５か年中の１か年目～４
か年目までの削減量）は、地球温暖化対策計画書を東京都へ提出することによって、
直ちに超過削減量として指定管理口座へ発行されるわけではありません。得られた削
減量を超過削減量として指定管理口座へ発行するためには、A 社はまず、「振替可能
削減量等発行等申請書」を東京都へ提出する必要があります（ただし、計画期間終了
後、削減量が確定すると、超過削減量が自動的に発行されます。）。さらに、指定管理
口座へ超過削減量が発行されたことをシステムの残高照会画面で確認した後、「振替
可能削減量振替申請書」を東京都に提出することによって、A 社の指定管理口座から
一般管理口座へ超過削減量が移転されます。移転されたことは、システムの取引履歴
詳細で確認できます。以上の行為は、超過削減量を売却するための準備として、A社
が必ずしなければならないことです。 
次にＢ社の一般管理口座へ超過削減量を移転するためには、「振替可能削減量振替

申請書」を改めて東京都へ提出する必要があります。東京都の移転手続が完了すると、
システムに登録されている連絡先メールアドレス宛てに、移転実行操作を依頼するメ
ールが届きます。また、システムのメニュー画面の新着情報に「○年○月○日 クレ
ジットの移転手続が完了しました。現在、移転実行待ちとなっております。（取引履
歴番号：○○○-○○）」と表示されます。その後、Ａ社がシステム内で「移転実行ボ
タン」を押すことで、Ｂ社の一般管理口座への超過削減量の移転が完了します。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

参考 URL 

●排出量取引に係る手続のダウンロード先（各種申請書の記入要領もご覧ください。） 
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/documents/index.html 

●システムの『口座保有者向け操作マニュアル』のダウンロード先  

https://www9.kankyo.metro.tokyo. lg. jp/CapAndTrade/download/operationmanual.pd f 

 
指定 

 

一般 

振替可能削減量振替申請書 

振替可能削減量等 

発行等申請書 

移転実行ボタン 

取引先Ｂ社 

 

一般 

振替可能削減量振替申請書 

超過削減量 

クレジット等を口座間で移

動するには、必ず「振替可

能削減量振替申請書」が必

要になります。 

手続をするのは、超過削減量を譲渡する側です。 

A 社 

A 社所有の事業所 

 超過分の排出削減量 

1,000t-CO2 

1,000t-CO2 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/documents/index.html
https://www9.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/CapAndTrade/download/operationmanual.pdf


 

 

1-9 
分 類 排出量取引 

事 例 削減義務履行とバンキングの流れ 

事 例 

Ａ社は特定地球温暖化対策事業所を２つ有している。そのうち、片方の事業所（以

下「事業所①」）は、５年間の実績排出量の合計が排出可能上限量の合計を下回り、
削減義務を履行できそうである。もう一方の事業所（以下「事業所②」）は、５年

間の実績排出量の合計が排出可能上限量の合計を上回り、事業所②の削減義務は履

行できない見込みである。事業所①と事業所②で削減義務履行の手続に、どういう
違いがあるのか疑問に思っている。なお、A 社の一般管理口座は開設済である。 

取り得る対応 

A 社は 5年間の実績排出量の合計を確定させるために、2025（令和 7）年11

月末日までに地球温暖化対策計画書を提出し、東京都による計画書の審査が完了
後、「総量削減義務と排出量取引システム」（以下「システム」）において指定管理

口座の義務履行状況照会を確認します。その結果、事業所①が、予定どおり削減義

務を達成できていれば、Ａ社は事業所①については削減義務履行の手続は不要で
す。ここで、A社が事業所①の第三計画期間に発生した超過削減量を有しており、

それを削減義務の履行に利用しない場合は、翌計画期間に持ち越すことができます

（これを「バンキング」といいます。）。 

事業所②が削減義務を達成できていない場合は、2026（令和８）年 9月末まで
に、事業所②の削減義務を履行するために、実績排出量が排出可能上限量を上回る

部分に相当する量のクレジットを他から取得しなければなりません。事業所①の削

減実績から発行した超過削減量を、事業所②へ移転することも可能です。 
他から取得したクレジットは一般管理口座に記録されますので、指定管理口座に

移転するための「振替可能削減量振替申請書」を東京都へ提出してください。指定

管理口座に移転されたクレジットは、自動的に義務充当されます。バンキング等に
より既に指定管理口座にある超過削減量等については、「義務充当申請書」を東京

都へ提出することで、任意のタイミングで義務充当できるほか、義務履行期限の 

30日前に、自動的に義務充当されます。 
なお、削減義務が達成された場合、東京都からの通知はありません（システム上で

義務履行状況をご確認ください。）。 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第 1章３、第３章４～７ 

やっぱり、事業所②

は、削減義務を達成

できなかった・・・ 

事業所① 事業所② 

× 

削減義務履行の手続は不要 排出量取引の実施 

振替可能削減量振替申請書 

振替後 

自動的に義務充当 

クレジットの取得 

義務充当 

口座 

超過削減の場合は、整理期間末日時点で、

自動的に発行、バンキングされますので、

手続は不要です。 

事業所①は、予定ど

おり削減義務を達

成できたぞ！！ 

 

指定 

 

一般 

 

事業所②の義務

充当に使用する

ことも可能です。 

超過削減量を一般管理口座へ移転 

(年度) 

移転 

5 年間の実績の確定 

2020   2021   2022   2023   2024    2025 

(R2)年度 (R3)年度 (R4)年度 (R5)年度 (R6)年度  (R7)年度 

地球温暖化対策計画書 



 

 

1-10 
分 類 排出量取引 

事 例 指定取消しを受けた事業所の取引について 

事 例 

Ａ社は特定地球温暖化対策事業所を有している。この事業所はリニューアル工事

により、前年度の排出量が 1,000kℓ未満となったため、指定地球温暖化対策事業
所の廃止届を東京都へ提出した。 

本事業所の特定温室効果ガスの排出状況は、第三計画期間の初年度から排出可能

上限量を下回り続けていた。一般管理口座の開設を受けたものの、指定の取消しを
受けると、保有している超過削減量も取り消されてしまうのではないか、と心配し

ている。 

取り得る対応 

A 社は「削減義務期間及び削減義務量変更通知書」を受けた後、「総量削減義務
と排出量取引システム」の指定管理口座の義務履行状況照会で、自らの事業所の削

減義務履行状況を確認してください。超過削減の場合、変更後の削減義務期間内に

生じた超過削減量（当該計画期間内分）が自動的に指定管理口座へ発行されます。
保有する当該事業所の超過削減量は、「振替可能削減量振替申請書」により速やか

にＡ社の一般管理口座へ移転してください。一般管理口座へ移転した超過削減量

は、他社へ売却するか又はリニューアル後に再び特定地球温暖化対策事業所になっ

た場合に、その超過削減量の有効期間内であれば義務履行に利用することができま
す。なお、第三計画期間の超過削減量は、第四計画期間の削減義務に利用可能です。 

また、手続の最後に東京都から送付される「指定（特定）地球温暖化対策事業所

指定取消通知書」の通知後、30日以内に超過削減量を一般管理口座に移転されな
い場合は、指定管理口座の廃止とともに残っているクレジットも抹消されますので

ご注意ください。 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第３章５ 

【超過削減量の発行】 「削減義務期間及び削減義務量変更通知書」

送付後、自動的に超過削減量が発行 
（申請不要） 

 
超過削減量の発行は、知事の職

権により自動的に行われます
が、一般管理口座への移転には

申請が必要です。一般管理口座
への移転は指定取消通知後 30

日以内に行ってください。 

振替可能削減量振替申請書 

一般管理口座へ移転された超過削減量は、当該有効期間内は、次のように利用することがで

きます。 

・他社へ売却する。 
・リニューアル後、再び特定地球温暖化対策事業所になった場合に利用する。 

・自社で保有する他の特定地球温暖化対策事業所の義務履行に利用する。 

・無効化し、その環境価値を制度外においてカーボン・オフセット等に利用する。 

 
指定 

 
一般 

排出可能上限量 

2020 

(令和 2)年度 

2021 

(令和３)年度 

2022 

(令和４)年度 

2023 

(令和５)年度 

2024 

(令和６)年度 

2025 

(令和７)年度 

1,000kL 

【削減義務状況の確定】 

削減義務期間 

は、超過削減量となる削減量 

「指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書」の届出  

 ⇒ 都より「削減義務期間及び削減義務量変更通知書」の送付 



 

 

1-１1 
分 類 排出量取引 

事 例 建物の所有者に変更があった場合の手続について 

事 例 

Ａ社は特定地球温暖化対策事業所を所有していたが、都合により B 社に売却した。A

社は、一般管理口座の開設を受けており、この事業所の指定管理口座と関連付けている。 
一方の B 社も、既に一般管理口座の開設を受けているので、当該指定管理口座と関

連付けたいと考えている。 

取り得る対応 

【新所有者 B 社の手続】 

B 社は指定地球温暖化対策事業者変更届出書（以下「事業者変更届出書」）によ

り、事業所の指定管理口座の口座名義人を変更します。また、事業者変更届出書の
別紙により、指定管理口座の口座名義人以外の登録情報（振替可能削減量等の管理

を行う部署等の連絡先等）も変更できます。この手続により新たな事業者 B社の口

座簿利用者番号と暗証番号が発行されます。 
B 社は自己の一般管理口座を指定管理口座に関連付けるために「一般管理口座等

に係る関連付け申請書」を提出します。 

【旧所有者A 社の手続】 

A 社は指定地球温暖化対策事業者（義務者）ではなくなるため、「特定一般管理
口座等に係る関連付け解除申請書」を提出して自己の一般管理口座と指定管理口座

の関連付けを解除します。 

【留意事項】 
指定管理口座にある超過削減量を、A 社B 社のいずれの持ち分とするかは、両

者間で協議の上決定してください。 

仮にA 社の持ち分とする場合には、A 社の一般管理口座へ移転する必要があり
ます。この場合、事業者変更届の提出前まではA 社自身で移転申請が可能ですが、

事業所の指定管理口座の口座名義人をB 社へ変更する届出を行った後は、B社の指

定管理口座から B社の一般管理口座を介して A社の一般管理口座に移転する手続
きが必要になることにご留意ください。 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第３章３ 

 
一般 

A社の手続 

１．特定一般管理口座等に係る関連付け解除申請書 

B社の手続 

1．指定地球温暖化対策事業者変更届出書 

（口座名義人の変更及び連絡先情報等の変更） 

２．一般管理口座に係る関連付け申請書 

①A 社から B 社へ売却 

1.事業者変更 

Ａ社ログイン 

不可 

A 社が超過削減量を取得する場合は、事業

者変更前にA 社の一般管理口座に移す手続

が必要です。 

義務者の変更により口座名義人も変更さ
れます。 
この手続により、B社の口座簿利用者番号
と暗証番号が発行されます。 

 
指定 

 
一般 

②関連付けの変更 

１.関連付け解除 

B 社 A 社 

 
一般 

 
指定 ２.関連付け 

A 社 

Ｂ社 

Ａ社 Ｂ社 



 

 

 

1-１2 
分 類 排出量取引 

事 例 超過削減量の発行可能量 

事 例 

「総量削減義務と排出量取引システム」の義務履行状況画面を確認している。 

「排出削減量から 1年度当たりの削減義務量を引いた値」と「超過削減量発行可

能量」の数値が異なるのはなぜか分からない。 

取り得る対応 

「超過削減量発行可能量」は、基準排出量の２分の１を超えない範囲の削減量か

ら、各年度の削減義務量（基準排出量に削減義務率を乗じた値）を減じた量となり
ます。発行可能な数量に上限があるため、基準排出量の２分の１を超える削減を達

成されている年度は、２分の１を超えた分の削減量については超過削減量として発

行できません。 

 

超過削減量発行可能量の考え方 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第１章４ 

基準排出量の 

１／２ライン

（5,000t） 

基準排出量 

10,000t ※発行可能量にならない 

削減義務量２,700ｔ（削減義務量を削減計画期間の各年度に按分した量） 

超過削減量

発行可能量 

超過削減量発行可能量＝ 

基準排出量－削減義務量－特定温室効果ガス排出量（実績） 

7,000 6,000 4,000 4,500 

6,000 4,000 3,000 5,500 6,000 

6,000 4,000 3,000 5,500 

,000 

24,500

0 

「総量削減義務と排出量取引

システム」では、「超過削減量

発行可能量」は各年度単位では
なく、計画期間の累計値で表示

されています。 

2.300 3,600 3,900 6,200 8,500 

10,500 

１年目 

4,000t 

２年目 

6,000t 

３年目 

7,000t 

４年目 

4,500t 

５年目 

4,000t 

 
残りの削減義務期間における排出上限量 

 
前年度排出量を維持したときの残りの削減義務期間における排出量 

 
前年度排出量を維持したときに削減義務量に不足する削減量(ａ) 



 

 

1-１3 
分 類 排出量取引 

事 例 その他ガス削減量を用いた超過削減量の発行 

事 例 その他ガス削減量を所有しているが、その使い道がよく分からない。 

取り得る対応 

特定温室効果ガス削減量がある場合、その他ガス削減量を義務充当することによ
り、削減量を増やし、超過削減量として発行できる量を増やすことができます。た
だし、その他ガス削減量を義務充当できる量は削減義務量までです。 
その他ガス削減量は、その事業所にしか使用できませんが、超過削減量として発

行することで、排出量取引により、他の事業所への移転ができます。 
なお、削減量が 0の場合には、他のクレジットと同様に削減不足分に対してその

他ガス削減量を義務充当することが可能です。 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第１章４ 

【その他ガス削減量充当前】 【その他ガス削減量充当後】 

削減量 
(t-CO2) 

超過削減量 

２,000ｔ-CO2 

0 

①削減量が削減義務量以上の場合（超過削減） 

超過削減量 
300ｔ-CO2 

その他ガス削減量が義務充

当できる量は、削減義務量

までとなります。 

義務充当申請書 振替可能削減量等 
発行等申請書 

振替可能削減量等 
発行等申請書 

手続の流れの例 

※計画期間終了後、削減義務量及び総排出量が確定した段階で、知事の職権により
超過削減量が発行されます。 

その他ガス 
削減量の認定 

その他ガス 
削減量の発行 

その他ガス   
削減量の義務充当 

超過削減量の
発行 

3,000 

1,000 

2,000 

4,000 

特定温室効果

ガス削減量 

3,000t-CO2 

その他ガス 

削減量 

1,700t-CO2 

削減義務量 

2,700t-CO2 

その他ガス削減量

を 1,700t-CO2 

義務充当 

【その他ガス削減量充当前】 【その他ガス削減量充当後】 

削減量 
(t-CO2) 

超過削減量 

200ｔ-CO2 

特定温室効果

ガス削減量 
1,200t-CO2 

削減不足量 
1,500ｔ-CO2 

特定温室効果

ガス削減量 

1,200t-CO2 

その他ガス 
削減量 

1,700t-CO2 

削減義務量 

2,700t-CO2 

②削減量が削減義務量未満の場合(削減不足) 

削減量が０の場合は、削減

義務量までその他ガス削減

量を義務充当できますが、

超過削減量の発行はありま

せん。 

0 

3,000 

1,000 

2,000 

4,000 

その他ガス削減量

を 1,700t-CO2 

義務充当 

特定温室効果
ガス削減量 
3,000t-CO2 



 

 

1-１4 
分 類 排出量取引 

事 例 その他ガス削減量の義務充当 

事 例 
削減が不足する見込みである。その他ガス削減量があるのだが、義務充当に利用

できるか。 

取り得る対応 

利用可能です。削減不足量に応じて、その他ガス削減量の義務充当できる量が異

なります。削減不足量が削減義務量より少ない場合、特定温室効果ガス削減量のう

ち、超過削減量として発行できる量を増やすことができる場合があります。（①） 
削減不足量が削減義務量以上の場合は、削減不足量まで義務充当することができ

ます。（②） 

その他ガス削減量は、その事業所の義務履行のみに使用することができます。排
出量取引により、他の事業所へ移転することができませんのでご注意ください 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第１章４ 

基準排出量を超える量
を排出した場合、不足分

まで義務充当できます。 

【その他ガス削減量充当前】 【その他ガス削減量充当後】 

基準排出量 
10,000t-CO2 

 

削減義務量 

2,700t-CO2 

0 

排出量 
7,800t-CO2 

排出量 
7,800t-CO2 

削減不足量 
500ｔ-CO2 

その他ガス削減量
を 1,700t-CO2 

義務充当 

①削減不足量が削減義務量より少ない場合 

②削減不足量が削減義務量以上の場合 

【その他ガス削減量充当前】 【その他ガス削減量充当後】 

上限量 
7,300t-CO2 

0 

排出量 
10,000t-CO2 

排出量 
10,000t-CO2 その他ガス削減量

を 2,700t-CO2 
義務充当 

削減不足量 
0ｔ-CO2 

削減不足量 
2,700ｔ-CO2 

上限量 
7,300t-CO2 

上限量 
9,000t-CO2 

上限量 
10,000t-CO2 

超過削減量
1,200ｔ-CO2 

基準排出量 
10,000t-CO2 

 

削減義務量 

2,700t-CO2 



 

 

1-１5 
分 類 排出量取引 

事 例 義務充当の手続における留意点 

事 例 

特定地球温暖化対策事業所で、第三計画期間に 1500t-CO2の削減不足量があ
りクレジットによる義務充当を予定している。 

事業所は今後設備の更新を予定しており、第四計画期間は排出量取引を実施せ

ず、自らの削減で削減義務を達成したいと思っているが、万一に備えて来期もクレ
ジットを保有しておきたい。現在、他社との取引により、既に一般管理口座にクレ

ジットを保有し、クレジットを保有している。購入したクレジットは、以下の①②

である。なお、指定管理口座には自社で創出した第二計画期間の超過削減量を

500t-CO2保有している。 
① 超過削減量（第二～第三計画期間の義務履行に利用可能）：500t-CO2 

② 超過削減量（第三～第四計画期間の義務履行に利用可能）：700t-CO2 

義務充当の手続に当たって留意すべき点はあるか。 

取り得る対応 

2016（平成 28）年度の規則改正により、義務充当は申請によらず自動で行わ

れます。なお、以下の２点に留意して、義務履行期限までに必要量を義務充当して

ください。 
⑴ 自動充当のタイミングとクレジットの保管先 

一般管理口座に調達したクレジットを義務充当する場合は、一般管理口座から

指定管理口座に移転すること（「振替可能削減量振替申請書」の提出）によって、
自動的に義務充当口座に移転されます。（指定管理口座に別途保有しているクレジ

ットは移転されません。） 

一方で、指定管理口座に別途保有しているクレジットは、義務履行期限日の 30
日前の翌日（期日）に削減不足量がある場合に、自動的に義務充当口座に移転さ

れます。この場合、指定管理口座にあるクレジットの有効期間を問わず、クレジ

ットシリアル番号の若い順に充当されます。 
⑵ クレジットの有効期間 

保有するクレジットの有効期間が異なるため、義務充当に利用するもの、翌計

画期間にバンキングするものを分けて、各必要な口座へ移転、又は保管する必要

があります。 
なお、義務充当口座に移転したクレジットは、結果的に義務履行に使用しなか

った場合、指定管理口座や一般管理口座に戻すことができません。ただし、クレ

ジットの有効期間内は、義務充当量として利用可能です。 
※事例の場合、有効期間が第四計画期間までである超過削減量（２００t-CO2）を

保有しておくため、指定管理口座にあるクレジット（500 t-CO2）が自動充当さ

れることを前提に①の全量（500 t-CO2）と②の必要量（500 t-CO2）を指定
管理口座に移転することで義務充当できます。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第３章７ 

 
一般 

 
指定 

 
義務充当 

振替可能削減量 

振替申請書 

（一般→指定） 

 
） 

現在保有分の内、今後活用予定

のクレジットは「一般管理口座」

に残しておきましょう。 

自動充当 

 

指定管理口座 

への振替後 

即時移転 

義務履行期限日 

の 30 日前の翌日 

以降に移転 

削減不足量 

1500t-CO2 

500t-CO2 

 

500t-CO2 

 

購入クレジット② 
（計 700t-CO2） 

購入クレジット① 

移転 

 

保有クレジット 

（500t-CO2） 

500t-CO2 

 

200t-CO2 

 

500t-CO2 

 

自動充当 

 

500t-CO2 

 

500t-CO2 

 

500t-CO2 

 

500t-CO2 

 



 

1-１6 
分 類 排出量取引 

事 例 総量削減義務と排出量取引システムで利用するユーザーIDとパスワード 

事 例 

指定管理口座と一般管理口座の両方を開設している。【郵送で通知として送られ

てきた口座簿利用者番号（ユーザ―ID）とパスワード】と【メールで送られてきた

ユーザーIDとパスワード】がある。 
一般管理口座の口座情報を閲覧するため、メールで送られてきたユーザーIDとパ

スワードを使って、総量削減義務と排出量取引システムにログインしたが、口座情

報を閲覧することができない。どうしたらよいか。 

取り得る対応 

システムで利用するユーザーIDは５種類あります。それぞれ役割が異なるため、

正しいユーザーIDを使用する必要があります。 

一般管理口座の口座情報を閲覧するためには、一般管理口座の口座名義人用の口
座簿利用者番号（ユーザーID）とパスワードを使って総量削減義務と排出量取引シ

ステムにログインしてください。（事例の場合は連絡先担当者用のユーザーIDとパ

スワードを使用して口座情報を閲覧しようとしていました。） 
 

 
 

 

ユーザーIDの種類 
ユーザーIDを
持っている人 

できること 通知方法 

①指定管理口座の 

口座名義人用ユーザーＩＤ 
（口座簿利用者番号） 

 

指定管理口座の

口座名義人 
 

・口座情報照会 

・義務履行状況照会 
・残高照会 

・取引履歴照会 

通知書 

（郵送） 

②一般管理口座の 

口座名義人用ユーザーＩＤ 

（口座簿利用者番号） 

 

一般管理口座の

口座名義人 

 

・口座情報照会 

・残高照会 

・取引履歴照会 

・クレジット振替の移転実行 
・見積受付情報登録・変更 

・見積受付登録事業者照会 

・第 2パスワードの新規設定・変更 

通知書 

（郵送） 

③指定管理口座の 

連絡先担当者用ユーザーID 

指定管理口座の

連絡先担当者 

 

・メッセージ交換機能の利用 メール 

④一般管理口座の 

連絡先担当者用ユーザーＩＤ 

一般管理口座の

連絡先担当者 
 

・メッセージ交換機能の利用 メール 

⑤ 事業所連絡先 

担当者用ユーザ ID 
 

事業所の 

連絡先担当者 
 

・メッセージ交換機能の利用 

・過年度の「地球温暖化対策計画書」
等ダウンロード機能の利用 

メール 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

参照ガイドライン 
取引システム操作マニュアル（口座保有者） １、２、４ 

排出量取引運用ガイドライン 第２部 第３章２ 

口座のユーザーIDは「口座名義人用」

と「連絡先担当者用」のものがありま

す。 
「連絡先担当者用」のユーザーIDでシ

ステムにログインしても、口座情報の

閲覧はできません。口座名義人用のユ

ーザーIDを使用してください。 
口座名義人用のユーザーIDとパスワ

ードは通知書が郵送で送られていま

す。 

メールで届いたユーザーID
とパスワードを使って一般

管理口座の口座情報を閲覧

しようとしたら、メニュー

画面に「メッセージ履歴一
覧」のボタンしかありませ

ん。 

 

システムで利用するユーザーID 等 



 

 

 

1-１7 
分 類 排出量取引 

事 例 総量削減義務と排出量取引システムにおける移転実行の実施方法 

事 例 

一般管理口座と一般管理口座の間でクレジットを移転するため、東京都に振替可
能削減量振替申請書を提出した。東京都の審査が完了し、連絡先担当者に「クレジ

ットの移転手続が完了しました。現在、移転実行待ちとなっております。」とうい

うメッセージがメールで届いた。総量削減義務と排出量取引システムでどのように
操作したらよいのか。 

取り得る対応 

総量削減義務と排出量取引システムで、一般管理口座（一般管理口座の口座名義

人用ユーザーＩＤとパスワード）にログインし、まず第 2パスワードを設定してく
ださい。（①） 

次に移転実行の操作をする取引履歴を検索し（②）、取引履歴（移転内容）の詳

細を確認後（③）、移転実行の操作をしてください。（④） 
最後に移転実行の操作が完了したことを確認してください。（⑤） 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

参照ガイドライン 
排出量取引運用ガイドライン 第２部 第３章５ 

取引システム操作マニュアル（口座保有者）６⑺ 

一般管理口座から一般管理口座へのクレジット等の移転
は、都への移転申請後、都がシステムに入力した時点では、

まだ完了していません。 

移転申請者がシステムから「移転実行」の操作を行う必要
があります。 

⑤移転結果の確認 

システムメニュー画面（一般管理口座）  ①第 2 パスワード新規設定 

 

☑ 

②取引履歴（移転実行待ち）の検索 

 ③取引履歴（移転内容）の詳細を確認 

システム操作の流れ 

① 
第 2 パスワード

新規設定 

② 
取引履歴（移転実
行待ち）の検索 

③ 
取引履歴の
詳細を確認 

⑤ 
移転結果 
の確認 

① 

④第２パスワード入力・移転実行 

④ 
第２パスワード
入力・移転実行 

②③④ 

⑤ 



 

 

1-１8 
分 類 排出量取引 

事 例 購入するクレジット量と削減義務履行状況の確認方法 

事 例 

特定地球温暖化対策事業所である A事業所は、削減不足となり、排出量取引が必要

である。排出量取引にあたり、購入するクレジット量を決めるため、削減不足量等を

確認したいと考えている。また、義務履行を行った場合どのように確認したらよいか
分からない。 

取り得る対応 

購入が必要となるクレジット量は、総量削減義務と排出量取引システムから確認す

ることができます。 

指定管理口座名義人のユーザ IDでログインし、義務履行状況確認画面を開いてくだ
さい。計画期間全体の排出量等の確定後、「前年度排出量を維持したときに削減義務量

に不足する削減量」の欄に【①不足する削減量】が表示されます。また、「クレジット

保有状況」の「第２期クレジット」の欄に【②バンキングしたクレジットの保有量】
が表示されます。 

一方、一般管理口座のクレジット保有量を確認する場合は、一般管理口座名義人の

ユーザ IDでログインすることが必要です。残高照会画面を開くと、【③クレジット保
有量】が表示されます。 

これらの３つの情報から、購入が必要となるクレジット量を確認します。 

購入が必要となるクレジット量＝【①不足する削減量】−【②バンキングしたクレジ

ット量】−【③クレジット保有量（一般管理口座）】 
義務充当（自動または申請による）が行われ、義務履行された場合も、総量削減義

務と排出量取引システム（指定管理口座）から確認することができます。（東京都から

の通知はありません。） 

 
    
 

 

 

 
 

 

 
 

参照ガイドライン 
排出量取引運用ガイドライン 第２部 第３章７ 
取引システム操作マニュアル（口座保有者）５⑷ 

購入するクレジット量は 

①不足する削減量 

②バンキングしたクレジットの保有量 
③一般管理口座のクレジット保有量から

判断してください。 

【削減義務が履行された場合】 

義務履行状況については、総量削減義務と

排出量取引システムから確認することが
できます。 

義務が履行された場合、東京都から通知は

行いません。 

義務履行前 取引・義務履行後 

【①不足する削減量】 

【②バンキングしたクレジットの保有量】 



 

 

1-19 
分 類 排出量取引 

事 例 一般管理口座の更新手続 

事 例 

指定地球温暖化対策事業所であった A 事業所は、指定取消となった。この事業

所の所有者であったB 社は一般管理口座に超過削減量を保有しており、翌計画期間
に排出量取引をしようと考えている。 

しかし、B 社は既に指定地球温暖化対策事業者ではないため、今後も一般管理口

座を使い続けることができるか、心配している。 

取り得る対応 

指定地球温暖化対策事業者及び口座管理者以外の者が開設している一般管理口

座は、開設日に関わらず、整理期間の末日の経過によって廃止となります（口座の

有効期限）。この要件に該当しているかどうかは、有効期限の満了日を基準に判断
します。事業所の指定取消によってこの要件に該当した場合も同様です。 

翌計画期間も継続してこの一般管理口座を使用したい場合は、東京都に対し、一

般管理口座の更新手続が必要です。 
＜更新期間＞  

口座の有効期限の属する年度の 4月 1日から 9月 30日まで 

（第三計画期間にあっては、2026年4月1日から 9月 30日まで） 
＜必要書類＞ 

・一般管理口座更新申請書 

・印鑑証明書（変更があった場合のみ） 
＜手数料＞ 

 12,400円 
（国又は地方自治法第 1 条の３に規定する地方公共団体等、特定の者は免除の対象） 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第３章３ 

期間内に更新をしない場合、

一般管理口座は廃止となり、
口座内のクレジットも抹消さ

れます。 

指定地球温暖化対策事業者

及び口座管理者 

※更新対象の口座保有者 

 
一般 

 
一般 

 
一般 

2026年4月 2026年9月 

更新 

継続使用可 

継続使用可 

廃止 
※更新対象の口座保有者 

【※更新対象の口座】 
指定地球温暖化対策事業者及び口座管理者以外の者
が開設を受けている一般管理口座 
（例） 
・オフセットクレジットを受けることができる者 
・仲介事業者 
・指定取消事業者 など 

（更新不要） 

● 更新手数料の支払方法 

東京都 

一般管理口座更新申請書 

納入通知書送付 

領収書 更新手数料支払確認 

一般管理口座更新 

提出 

手数料支払（指定の金融機関） 

納入通知書 
納入通知書受領 

提出 

（電子メール） 

更新対象の口座保有者 

● 対象となる口座 

一般管理口座更新申請書の確認 



 

 

2-1 
分 類 都内中小クレジット 

事 項 対象事業所の範囲 

事 例 

テナントA 社は、自らの設備を更新する予定である。 

テナントビルの所有者はBだが、テナントA 社が都内中小クレジットの申請を

行いたい。 

取り得る対応 

都内中小クレジットの対象事業所の範囲は、原則として建物単位です。 

しかし、エネルギー使用量を計量できること、かつ、オーナーから A 社に対し

都内中小クレジット申請への同意を得ることを条件として、テナント単位、区分所
有者単位等建物の一部の申請が可能です。 

なお、都内中小クレジットは事業所範囲を重複して申請することはできません。

同一の建物内に先行して申請された事業所範囲があるときは、その範囲を除いて事

業所範囲を設定する必要があります。 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

参照ガイドライン 都内中小クレジット算定ガイドライン 第２部 第１章 

テナントA 社 

オーナーではないけど、せ

っかく設備投資するから、

申請できないかなぁ 

 
－CO2 

～基本的な考え方～ 

～建物内の一部分の場合～ 

テナントA 社 

テナントC社 

テナントD社 

 
－CO2 

オーナー B 

オーナー B  －CO2 都内中小クレジット＝ 

建物全体の削減量＝ 

A 社の削減量＋C社の増加量＋ 

D 社の削減量＋共用部の増加量 

申請は、原則として建物単位で行
います。 

テナントA 社 

テナントC社 

テナントD社 
都内中小クレジット＝A社の削減量 

ポイントは、次のとおりです。 

・テナントA社のエネルギーの使用量を計量でき
ること。 

・A 社が都内中小クレジットを申請することにつ

いてのオーナーB からの同意書があること。 

 

計量 
 
－CO2 

同意書 

B→A 

オーナー B 

計量 

計量 

共用部 



 

 

2-2 
分 類 都内中小クレジット 

事 項 過去に実施した対策のクレジットの算定開始年度と発行可能期間 

事 例 
A 社は 2020年度（令和 2年度）に削減対策を行った。削減対策の効果が生じ

た 2021年度（令和 3年度）から都内中小クレジットの取得を希望したい。 

取り得る対応 

都内中小クレジットの申請者は、対策に係る工事の契約日から当該工事のしゅん
工予定日の前日から起算して 30日前（しゅん工の予定日の前日から起算して 40

日前が契約の日より前の場合は、契約の日の翌日から起算して 15日前）までに事

前届を提出する必要があります。 
削減量の算定期間は、対策の実施年度又はその翌年度から 5年間が原則です。 

なお、対策の実施年度とは、工事終了後に当該工事により改修された範囲の使用

を開始した日の属する年度のことです。 

 

 
 事前届は、削減対策の工事契約日から当該工事のしゅん工予定日の前日から起算して 30日前（しゅ

ん工予定日の前日から起算して 40日前が契約日より前の場合は、契約日の翌日から起算して 15日後）

までに提出してください。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

参照ガイドライン 都内中小クレジット算定ガイドライン第２部 第２章 

～算定開始年度の考え方～ 

～事前届の提出期限～ 

30 日前 

40 日前 

15 日前 

：しゅん工日 ：契約日 ：申請日   

2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026 

対策実施の当該年度又は翌年度
のどちらかを選択可能です。 

 

対
策
実
施 

H31 年度 R2 年度 R3 年度  R4 年度 R5 年度  R6 年度  R7 年度 R8 年度 

1   2   3   4   5 

   

1   2   3   4   5 

   



 

 

2-3 
分 類 都内中小クレジット 

事 項 LEDランプの要件 

事 例 
 A 社は、都内中小クレジットの削減対策項目として、高効率照明器具の導入を考
えている。導入するのは直管形 LEDランプと決めたが、詳細な仕様をどのような

ものにするか検討している。 

取り得る対応 

 都内中小クレジットの削減対策項目として認められるためには、いくつかの要件
を満たす LED照明器具でなければなりません。 

LED照明器具の器具に対する要件は、次のとおりです。 

①電球形 LEDで定格光束が 600lm未満の場合は、全て対象 
②電球形 LEDで定格光束が 600lm 以上 2200lm 未満の場合は、器具効率が

45lm/W 以上のものが対象 

③電球形 LEDで定格光束が 2200lm 以上の場合は、器具効率が 60lm/W 以

上のものが対象 
④直管形 LEDの場合は、定格光束にかかわらず器具効率 60lm/W以上のも

のが対象 

⑤ランプのみの交換の場合、定格光束（lm）は、ランプ全光束（lm）に補正
率 0.9を乗じて得られた数値とする。 

LED照明器具であれば全て認められるというわけではありません。事前にしっ

かりと都内中小クレジットガイドラインを確認ください。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

参照ガイドライン 都内中小クレジット算定ガイドライン第２部 第３章 

＜仕様＞ 
品名：直管型 LED 型番：○○○―５Ａ○○ 

定格光束：2100ｌｍ 発光効率：70ｌｍ／Ｗ 

○○株式会社 

A 社が導入しようとしている直管型 LED 

削減対策項目をしっかりと確認してください。 
最新の省エネ設備でも、都内中小クレジットの対象 

にならない場合もあります。 

 

直管型 LEDを導入し

て、省エネ対策するぞ！ 

発光効率が都

内中小クレジ
ット算定基準

に該当するの

でOK 

直管型 LEDは、定格光
束にかかわらず、全て

「2,200lm 以上」の欄

の器具効率に応じた省

エネ率を適用する。 



 

 

2-4 
分 類 都内中小クレジット 

事 項 事前届の書き方 

事 例 
A 社は、削減対策として照明器具及びパッケージ形空調機の導入を行い、中小ク

レジットの認定申請を行おうと考えており、現在、事前届を作成中である。 

取り得る対応 

申請する前に、都内中小クレジットの申請者の要件を確認します。要件としては、
次のとおりとなります。 

●都内にあり、指定地球温暖化対策事業所以外の事業所（中小規模事業所）であり、

地球温暖化対策報告書を提出していること。 
●中小規模事業所の設備更新権限を有していること、若しくは中小規模事業所の設

備更新権限を有する者から同意を得た者であること。 

●都内中小クレジット算定ガイドラインで東京都が定める削減対策を実施済（予

定）であること。 
上記の要件を満たす場合は、事前届となる「都内中小クレジット事業所範囲申請

書兼削減量（見込）届出書」を提出してください。 

なお、事前届は、検証機関による検証は不要です。 

＜事前届の様式＞ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
＜提出時の注意点＞ 
提出する書類は、次のとおりとなります。 
（1）都内中小クレジット事業所範囲申請書兼削減量（見込）届出書 

    書類に加えて、電子データ（CD-Rなど）の提出も必要です。 

（2）都内中小クレジット申請に係る同意書 
   ア．設備更新権限を有しない方が申請を行う場合 

     都内中小クレジットの申請に係る同意書（第 4号様式） 
   イ．テナント等事業者が建物内の一部を事業所範囲とする申請を行う場合 

     都内中小クレジットのテナント・区分所有者等申請に係る同意書（第 5号様式） 

（３）中小規模事業所の概要と事業所範囲がわかる書類 
   ・概要については、事業所パンフレット等を提出してください。 

   ・事業所範囲の床面積が分かる書類はしゅん工図書、検査済証のいずれかを提出してください。 

   ・事業所範囲が分かる書類は配置図又は平面図を指し、認定申請の範囲により、書類の記入方法が異
なります。 

・最新の購買伝票等の写しも提出が必要です。    
（４）削減対策項目に係る工事契約書の写し 

   しゅん工予定日、契約日、設備導入対策及び発注者が確認できる場合は、契約書全部ではなく一部提 

出することも可能です。 
（５）設備更新権限を有することが分かる書類 

   不動産登記簿（表題部と権利部が確認できるもの）、賃貸借契約書又は固定資産台帳 
（６）その他東京都が必要と認める書類     
 

＜提出期限＞ 
 事前届は、削減対策の工事契約日から当該工事のしゅん工 

の予定日の前日から起算して 30 日前までに、しゅん工予定 

日の前日から起算して 40 日前が契約日より前の場合は、契約 
の日の翌日から起算して15日後までに提出してください。 

 
 

 

参照ガイドライン 都内中小クレジット算定ガイドライン第３部、第５部 

都内中小クレジット事業所範囲申請書兼削減量（見込）届出書（第 1 号様式） 

(2)は該当する場合に提出してください。 

事前届に対する東京都の確定通知

は、事業所範囲について重複がな
いことを認定するものです。 

将来の都内中小クレジットの発行

を保証するものではありません。 

：しゅん工日 ：契約日 ：申請日   

(1)と(３)～(5)が基本セット

です。 

30 日前 

40 日前 

10 日後 



 

 

2-5 
分 類 都内中小クレジット 

事 項 認定申請と口座開設までの流れ 

事 例 
A 社は、都内に中小規模事業所を有しており、都内中小クレジットを創出し、対

象事業所へ売却しようと考えている。どのような手続をすればよいのか。 

取り得る対応 

都内中小クレジットを創出するには、２つの手続が必要です。 

まず、対象となる事業所の範囲を特定するために、「都内中小クレジット事業所

範囲申請書兼削減量(見込)届出書」を東京都に提出してください。東京都の審査を
経て、「都内中小クレジット事業所範囲認定通知書」が届きます。次に削減対策を

実施します（認定通知受領前に削減対策を実施済でも問題ありません）。実施した

削減対策の削減量を算定し、都内中小クレジット算定ガイドライン P.75～77、
P.119～169に記載している提出書類を東京都に提出してください。 

その後、東京都の審査を経て「都内中小クレジット削減量認定通知書」が届きま

す。認められた削減量を都内中小クレジットとして、東京都の排出量取引で活用す
るためには、都内中小クレジットの発行先として、一般管理口座の開設を受けなけ

ればなりません。 

一般管理口座の開設を受けるには、基本的には次の提出書類が必要となります。 

【提出書類】 
① 一般管理口座開設申請書 

② 印鑑証明書（６か月以内に発行したもの） 

③ 電子データ（①の Excelデータを保存したもの） 
なお、指定地球温暖化対策事業者又は口座管理者のいずれでもない方は、口座開

設に 13,400円の手数料（更新手数料も）がかかります。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

参考 URL 

●都内中小クレジットの申請書等のダウンロード先 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/measure/credit/documents.html 

●一般管理口座の開設申請書、記入要領等のダウンロード先 
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/documents/ippan_kouza_kaisetsu.html 

A 社所有の物件 

都内の大規模事業所 

都内中小クレジット 

キャッシュ 

\ 

A 社の想定する

取引は、こんな感

じです。 

削減対策の導入 

A 社所有の物件 

事業所の範囲を特定する 

削減量を確定させる 

一般管理口座の開設を受ける 

一般管理口座開設申請書 

都内中小クレジットの申請者の要件は、 
次のとおりです。 

ア 中小規模事業所の設備更新権限を有する者 

イ アの者から、都内中小クレジットの発行を
受けることについて同意を得た者 

都内中小クレジット事業所範囲

申請書兼削減量（見込）届出書 

都内中小クレジット削減量認定申請書など 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/measure/credit/documents.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/documents/ippan_kouza_kaisetsu.html


 

 

2-6 
分 類 都内中小クレジット 

事 項 発行と移転 

事 例 

A 社は、都内に中小規模事業所を有しており、都内中小クレジットの創出に向

けた各種申請書類を東京都へ提出し、東京都から「都内中小クレジット削減量認定
通知書」の通知を受けた。 

一般管理口座の開設は受けたものの、「総量削減義務と排出量取引システム」（以

下「システム」）の一般管理口座の残高照会画面を見ると、都内中小クレジットが
0t-CO2となっていた。 

今後どのような手続を行えば、都内中小クレジットは一般管理口座に発行され、売

却先に移転できるのか悩んでいる。 

取り得る対応 

一般管理口座の開設を受けた後は、「都内中小クレジット削減量認定通知書」に

より認められた削減量を都内中小クレジットとして、一般管理口座へ発行する必要

があります。そのためには、「振替可能削減量等発行等申請書」を東京都に提出す
る必要があります。 

提出後、東京都の審査を経て、およそ 2週間程度で都内中小クレジットが一般

管理口座に発行され、システムの一般管理口座の残高照会画面に情報が反映されま

す。 
売買取引が成立した後に、A 社は「振替可能削減量振替申請書」を東京都へ提

出します。提出後、東京都の審査を経て、およそ 2週間程度でシステムに登録さ

れている連絡先メールアドレス宛てに、移転実行操作を依頼するメールが届きま
す。また、システムのメニュー画面の新着情報に「○年○月○日 クレジットの移

転手続が完了しました。現在、移転実行待ちとなっております。（取引履歴番号：

○○○-○○）」というメッセージが表示されます。 
取引履歴の情報に間違いがないかどうかを確認した後、「移転実行ボタン」を押す

ことで、売却先の一般管理口座へ A社が保有している都内中小クレジットが移転

されます。 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

参考 URL ●システムの『口座保有者向け操作マニュアル』のダウンロード先  

https://www9.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/CapAndTrade/download/operationmanual.pdf 

 
一般 

振替可能削減量等発行等申請書 

「都内中小クレジット

削減量認定通知書」に

より、削減量の認定を
受けただけでは、都内

中小クレジットは発行

されません。 

 CO2の削減量 
1,000t-CO2 

売却先の見つけ方は、次の 2通りの方法があります。 
① 「総量削減義務と排出量取引システム」における見積受付登録事業者照会 

機能を利用する。 

② 東京都環境局のホームページから、口座開設者の情報を参考にする。 

「口座開設者の情報」https://www9.kankyo.metro.tokyo.jp/koukai.html 

移転実行ボタン 

売却先 

振替可能削減量振替申請書 

 
一般 

A 社 

https://www9.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/CapAndTrade/download/operationmanual.pdf


 

 

2-7 
分 類 都内中小クレジット 

事 項 連名で創出した場合の発行 

事 例 

都内に共同所有物件として中小規模事業所を構えるA社、B 社、C社が連名で

「都内中小クレジット削減量認定申請書」を提出し、「都内中小クレジット削減量
認定通知書」の通知を受けた。 

創出できた都内中小クレジットに係る削減量は 100t-CO2であった。この

100t-CO2について、3社でどのように分配するか協議中である。しかし、分配
の仕方について、東京都の排出量取引制度では何か取り決めがあるのではないか、

という話題になっている。 

取り得る対応 

都内中小クレジットの申請がA社、B 社、C社の連名であれば、3社のいずれ
の一般管理口座にも都内中小クレジットを発行させることができます。 

連名で申請したクレジット等の分配の仕方について、東京都は特段の定めを設け

ておりません。１社の一般管理口座に都内中小クレジットの全量を発行していただ
いても結構ですし、3社がそれぞれで一般管理口座の開設を受け、任意の割合で都

内中小クレジットを分配していただいても結構です。誰の一般管理口座に発行する

か、発行した後の都内中小クレジットの分配方法はどうするかなどについては、当

事者間で事前にしっかりと協議して決めてください。 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

参照ガイドライン ― 

 都内中小クレジット 

25 t-CO2 

 認定された削減量 
100 t-CO2 

 

一般 

A 

 都内中小クレジット 

100 t-CO2 

A･B･C共同所有物件 

削減量を都内中小クレジットと
して発行を受けるには、必ず「振

替可能削減量等発行等申請書」が

必要です。 

 
「都内中小クレジット削減量認定申請書」 

A 社のみが都内中小クレジットを取得する場合 3 社それぞれが都内中小クレジットを取得する場合 

 
一般 

A 

B 

 
一般 

C 

 

一般 

 都内中小クレジット 

25 t-CO2 

A 社、B 社、C社がそれぞれ都内中小クレジットを分配する場合は、それぞれが振替可

能削減量等発行等申請書を東京都に提出してください。 

 
都内中小クレジット 

50 t-CO2 

一般管理口座開設申請書 

振替可能削減量等発行等申請書 

 

A B C 

A･B･C共同所有物件 



 

 

3-1 
分 類 再エネクレジット 

事 項 環境価値とは？ 

事 例 
Ａ社が所有する太陽光発電設備の発電量の環境価値を有効活用するために、東京

都の排出量取引制度を利用したい。 

取り得る対応 

太陽光、風力、地熱、水力などの再生可能エネルギーから発電された電気には、

電気として我々が利用できるという価値と、再生可能エネルギーを使っており、

CO2を排出しないという価値とがあります。後者の価値を『環境価値』といいま
す。 

東京都の排出量取引では、再生可能エネルギーの利用も省エネと並び、地球温暖

化防止に貢献するものであるという観点から、この環境価値について、クレジット
の対象としており、それを「再エネクレジット」として定めています。 

対象となる再生可能エネルギーは、太陽光、風力、地熱、バイオマス、水力とな

ります（バイオマス、水力については、所定の要件を満たすことが必要です）。こ

れらのエネルギーの単位は、kWhやGJ で表現されますが、再エネクレジットの
量を算定するうえでは、CO2の排出量に換算する必要があります。 

電力や熱量についてはそれぞれ換算係数が決まっており、再エネクレジットの量

は、次のような計算式で示されます。 
・再エネクレジットの量(t-CO2)＝電力量(千kWh)×0.489(t-CO2/千kWh) 

・再エネクレジットの量(t-CO2)＝熱量(GJ)×0.060(t-CO2/GJ） 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

～対象となる再生可能エネルギーの利用形態～ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

参照ガイドライン 再エネクレジット算定ガイドライン第２部 第１章 

●電気そのものの価値 

●再生可能エネルギーを使っており、CO2を排出しないという価値 

A 社 ソーラーパネル 

発電された電気 
なるほど、自然エネル

ギーを利用した電気
には、２つの価値が含

まれているのか。 

太陽光発電 水力発電 

再エネクレジットは、CO2の量の単位で認定されます。 

発電量及び発熱量の単位はそれぞれ GJ、kWh なので、 

一定の換算係数 

電力量 0.489（t-CO2/千 kWh）、熱量 0.060（t-CO2/GJ） 

を乗じて、CO2の量に計算し直す必要があります。 

東京都の排出量取引で活用できる再エネクレジットの対象とする。 

環境価値 

風力発電 地熱発電 バイオマス発電 



 

 

3-2 
分 類 再エネクレジット 

事 項 環境価値換算量とその他削減量の違い 

事 例 

特定地球温暖化対策事業所である A社は、自社でグリーン電力証書を購入して

いる。 

本証書が持っている環境価値を活用しようと、再エネクレジットの申請を考え
ており、「環境価値換算量」として、申請書を作成中である。 

取り得る対応 

 本事例においては「環境価値換算量」としてではなく「その他削減量」として

申請していただく必要があります。  
東京都の排出量取引における再エネクレジットには、次の２つがあります。 

●環境価値換算量 

再生可能エネルギーによる電気の環境価値を東京都が認証し、再エネクレジッ 
トとして発行するもの（他制度との重複申請不可） 

●その他削減量 

 他制度で認められた電気等の環境価値を再エネクレジットに変換するもの 

上記の“他制度”とは、グリーン電力証書、グリーン熱証書、RPS法の新エネ
ルギー等電気相当量のことです。したがって、A 社は「環境価値換算量」ではな

く「その他削減量」の申請書を作成する必要があります。この場合、検証機関に

よる検証は必要ありません。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

参照ガイドライン ― 

グリーン証書 

G 

再生可能エネルギー設備認定申請書 

ソーラーパネル 

発電設備は持っており

ませんが、グリーン電力
証書を買っております。 

その証書について申請

します。 

発電設備を持っていま

す。そこで発電した電気

について申請します。 

その他削減量に係る電力等の認証申請書 

ポイント 
第 1ステップとして、発

電設備そのものを東京都

が認定する「設備認定」 
があります。 

第 2ステップとして、認

定された設備の発電量に
ついて、東京都が認証する

「電力量認証」がありま

す。 

ポイント 

他制度の基準に基づき、
設備認定、電力量及び熱量

認証を受けている環境価

値について、東京都が認証

します。特に、RPS法の新
エネルギー等電気相当量

の環境価値の場合は、新エ

ネルギー等電気相当量の
減量手続（通称「RPSキャ

ンセル」）を行う必要があ

ります。 

２段階の手続

です。それぞれ
検証が必要で

す。 

検証は 

不要です。 

～その他削減量の申請を行える場合～ 

～環境価値換算量の申請を行える場合～ 



 

 

3-３ 
分 類 再エネクレジット 

事 項 グループ会社が所有するグリーン電力証書の利用 

事 例 

A ホールディングスの傘下には、削減義務を有する B社、削減義務を有してい

ないC社、D社がある。 
B 社の削減義務履行のために、A ホールディングスが所有者となっているグリ

ーン電力証書を用いて、再エネクレジットの申請を行いたい。 

取り得る対応 

本事例は認められません。 

グリーン電力証書について、再エネクレジットに変換可能な電力量の認証の申請

を行い、本制度の再エネクレジットを発行するよう申請できる者は、当該グリー

ン電力証書の最終所有者であって、かつ、総量削減義務制度の対象事業所の削減
義務者（特定地球温暖化対策事業者）であるものに限ります。 

したがって、本事例の場合は、削減義務を有しているB 社自身が最終所有者と

なっているグリーン電力証書を用いて、その他削減量として、再エネクレジットの
申請を行っていただく必要があります。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

参照ガイドライン 再エネクレジット算定ガイドライン 第 3部 

A ホールディングス 

B 社 

C社 

D社 

グリーンエネルギー証書を用いて、再エネクレジットの申請をできる者とは、 

次の要件を全て満たす必要があります。 

●当該グリーンエネルギー証書の最終所有者 

●総量削減義務制度の対象事業所の削減義務者（特定地球温暖化対策事業者） 

 

よし、B 社のために、

一肌脱ぐか！！ 

購入 
申請 

申請 

どうしても、A ホールディングスが申請し

たい時は、Aホールディングスが義務者に

なる必要があります。 

発行 

東京都 

東京都 

このスキームは認められません 

× 

B 社 

C社 

D社 

グリーン証書 

G 

A社様 

購入 

グリーン証書 

G 

B 社様 

削減義務あり 

削減義務あり 

A ホールディングス 



 

 

3-４ 
分 類 再エネクレジット 

事 項 再生可能エネルギー電力を自家消費する場合の環境価値の取扱い（第三計画期間） 

事 例 

特定地球温暖化対策事業所であるA社は、敷地内に太陽光発電設備を所有して

おり、そこで発電した電力を自家消費している。この場合の環境価値を、クレジッ

トにして利用したい。 

取り得る対応 

再生可能エネルギーにより発電した電力量の自家消費については、特定温室効果

ガス排出量の算定から除外できますが、除外した分について同時に再エネクレジッ

トを発行することは、環境価値の重複になるため、できません。 
特定温室効果ガス排出量の算定からの除外と再エネクレジットの発行との組み

合わせ方について、次の方法があります。（第一計画期間及び第二計画期間の発電

量に関する環境価値換算量の算定については、第三計画期間とは一部取扱いが異な

ります。詳細は再エネクレジット算定ガイドラインを参照ください。） 
方法その１：自家消費した電力量について特定温室効果ガス排出量の算定から除外

し、再エネクレジットの発行は受けない。 

方法その２：自家消費した電力量についても特定温室効果ガス排出量を算定し、自
家消費した電力量について再エネクレジットの発行を受ける。 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

参照ガイドライン 再エネクレジット算定ガイドライン 第 2部 第１章 

購
入
電
力 

全
電
力 

自
家
発
電 

排
出
量 

 CO2 

1.0 

＜方法その 1＞ 

＜方法その 2＞ 

購
入
電
力 

全
電
力 

自
家
発
電 

排
出
量 

 CO2 

1.0 1.0 倍分の価値 

.

5 

：再エネクレジット 

.

5 

：再エネクレジット 

＜方法その 1＞では、再エネ

クレジット（環境価値換算量）

に係る申請は不要です。 



 

 

4-1 
分 類 都外クレジット 

事 項 算定・申請可能な事業所 

事 例 

A 社は、神奈川県の事業者である。以前より実施していた省エネ対策により生み

出される削減量を、東京都の排出量取引制度において、有効活用したいが、都内に

事業所がないため、申請できないのではないかと思っている。 

取り得る対応 

A 社のように、都内に自社の事業所がなくても、申請することは可能です。しか

し、都外クレジットとは、都内の温室効果ガス排出量削減を第一の目的とした制度

に活用していただくためのクレジットですので、限定的である必要があります。し
たがって、下記の①～⑥の要件を全て満たす事業所が、都外クレジットの申請を行

うことができます。 

①都外（日本国内に限る。）の事業所であること。 
②1 年間のエネルギー使用量が、原油換算で 1,500kL 以上であること。 

③基準排出量（過去の平均排出量）が、15 万 t-CO2 以下であること。 

④埼玉県目標設定型排出量取引制度において、超過削減量若しくは県外クレジットの
申請、届出等をしていないこと。 

⑤基準年度における地球温暖化対策の推進の程度が、『基準排出量算定における実績
排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン』に適合すること。 

⑥当初申請時において計画されている設備導入対策の実施による推計削減率の合計

が 20％以上であり、かつ、削減量認定申請時において実際に実施された設備導入
対策による削減率の合計が20％以上であること（事業所の使用開始から起算して

都外クレジット算定可能年度が５か年度以下の場合は６%、10か年度以下の場合
は 13%以上となる。）。 

●都外クレジットの申請可能な事業所の要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●都外クレジットの申請に必要な要件 

 ⑤地球温暖化対策の推進の程度が、『基準排出量算定における実績排出量選択のため 
  の運用管理基準の適合認定ガイドライン』に沿うもの 

 

 

 
 

⑥当初申請時、計画している削減対策による削減率の合計が 20％以上であり、削減量認定申請時、

削減対策による削減率の合計が 20％以上であること 

         
 

 

 
 

 

 
 

 

 

参照ガイドライン 都外クレジット算定ガイドライン 第２部、第３部 

①都外(日本国内に限る。) 

の事業所であること。 

 

②年間エネルギー使用量が 

原油換算 1,500kL 以上 

③基準排出量（過去の平均排出量）が 

15 万ｔ-CO２以下 

 

基準排出量 

１５万 t-CO２以下 

小さすぎても 

いけません 

大きすぎても 

いけません 

（例）過度な室内温度設定の防止 

ポイント 
対策内容は前後で変わってい

ても、かまいません。 

「対策による削減が 20％以

上」であり、「排出総量の削減
量が 20％以上」ではないこと

に注意してください。 

都内に事業所が 

なくても OK 

【対策を実施する前】 

【対策を実施後】 

20％以上削減される

対策を実施します。 

この 5年間で実際に

20％以上下がる対策

を実施しました。 

【対策を実施前】 

冷房 26℃以上 

暖房 22℃以下 

④埼玉県目標設定型排出量取引制度の 

対象事業所ではないこと。 

 

5年後 



 

 

4-2 
分 類 都外クレジット 

事 項 一棟借りのテナント事業者の申請 

事 例 

 東京都外の某ビルを一棟借りしているテナント事業者A社は、自らが設備更新

権限を有している熱源設備の省エネ対策により、大幅にCO2を削減した。A 社は、

そのCO2削減量について都外クレジットの当初申請を行いたい。なお、熱源設備
以外の事業所全体の建物及び設備の機能維持の責任は、オーナーの B 社にある。 

取り得る対応 

本事例は、申請者に部分的な設備更新権限がある場合です。この場合は、次の項

目を証明可能であれば、A 社は「都外大規模事業所の設備更新権限を有する者」と
して、都外クレジットの申請ができます。 

① 一棟借りであること。 

② 熱源設備の更新権限があること。 
③ その熱源設備更新対策による推計削減率が 20%以上（事業所の使用開始から

起算して都外クレジット算定可能年度が５か年度以下の場合は６%、10か年

度以下の場合は 13%以上）であることにより申請条件を満たしていること。 
上記を証明可能な書類の例としては、 

① 賃貸借契約書 

② 熱源設備に関するA 社名義の工事発注書など 

③ 都外クレジット算定計画書などの各種様式と算定の根拠資料 
があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参照ガイドライン 都外クレジット算定ガイドライン 第3部 

＜事例の仮定条件＞ 

A 社：某ビルを一棟借りしているテナント事業者 
B 社：某ビルのオーナー 

熱源設備の更新権限：A 社が所有 

A 社が都外クレジットの申請者になるには、 

当初申請時において、次の書類の提出が必要となります。 

東京都外の某ビル 

 算定根拠資料 

都外クレジット算定計画書 

「発注書」など A 社が

設備更新権限を持って
いることの証明となる

書類 

推計削減率を示す 

「算定計画書に付随する根拠資料」 

発 注 書 

●●設備株式会社 御中 

Ａ社 

 

以下の設備について、 

施工工事を発注します。 

 

設備名称   金額 

●●●   ￥100,000 

 

印 

    
      

  
      

賃   貸   借   契   約   書   
  （目 

  的） 
  

     第１条 
  貸借人 

             ( 以下「甲」という ) は 
  

         賃借人 
             ( 以下「乙」という ) 

  
に対し、下記の建物（以下「本建造物」という）を 

  
賃借し、乙はこれを賃借する。 

  
  
記 

  
  
  

所在地 
                        

名称 
                         

構造 
                         

公称床面積 
              平方メートル 

  

            

一棟借りであることの証明と

しての「賃貸借契約書」 

 

賃  貸  借  契  約  書  



 

 

4-3 
分 類 都外クレジット 

事 項 申請時期 

事 例 

A 社は、2019（令和元）年度より、エネルギー使用量が原油換算で 1,500kL

以上の都外の大規模事業所である。2025（令和７）年度に設備を更新するので、

2023（令和５）年度を算定開始年度として、前年の 2024（令和４）年度の当
初申請を考えている。 

取り得る対応 

A 社は、2023（令和５）年度に当初申請を行うことはできません。 
都外クレジットの算定時期における基本的な考え方は、次のとおりです。 
 

●削減量の算定を開始できる年度は、３か年度連続して 1,500kL以上となった年
度の翌年度（算定開始年度を任意に決めることはできません。） 

●当初申請は、算定開始年度が 2020（令和２）年度までの場合は、2021（令
和３）年９月末日までに、2021（令和 3）年度以降の場合は、算定開始年度
の９月末日までに行っていただく必要があります。 
 
事例の場合は、2019（令和元）年度よりエネルギー使用量が 1,500kL 以上な

ので、算定開始年度は、2022（令和４）年度となります。 
したがって、当初申請は、算定開始年度が 2022（令和４）年度なので、2022

（令和４）年 9月末日までに行わなければなりません。行われていない場合は、
第三計画期間における都外クレジットの申請ができません。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

参照ガイドライン 都外クレジット算定ガイドライン 第 3部 

＜A 社の予定＞ ～間違っている状態～ 

＜A 社の予定＞  

算定開始年度 

当初申請の期限 

1,500kL 設
備
導
入 

当
初
申
請 

算
定
開
始
年
度 

× 

2018

H30 

2021

R3 

2020

R2 

2019

R1 

× 

2019（令和元）年度よりエネルギー使用量が 1,500kL 以上 

なので、算定開始年度は、2022（令和４）年度となります。 

当初申請は、算定開始年度である 2022（令和４）年度の９月末 

日までに行わなければなりません。 

1,500kL 

1,500kL 

当
初
申
請 

９
月
末
日
ま
で 

設
備
導
入 

2022 

R4 

2023 

R5 

2024 

R6 

2025 

R7 

2026 

R8 

2021 

R3 

算
定
開
始
年
度 

設
備
導
入 

2018 

H30 

2020

R2 

2019

R1 

2022

R4 

2023 

R5 

2024

R6 

2025 

R7 
2026

R8 

2018 

H30 

2019

R1 

2020

R2 

2021 

R3 

2022

R4 

2023 

R5 

2024

R6 

2025 

R7 

2026

R8 



 

 

4-4 
分 類 都外クレジット 

事 項 推計削減率と排出量の削減実績の考え方 

事 例 

A 社は神奈川県の事業者である。 

当初申請における要件である推計削減率“20％”を想定し、当初申請を行った。

その後、実際の削減対策を経て、削減量認定申請時にも“20％”をクリアしてお
り、削減率の実績は“29％”であった。都外クレジットとして認められるのは、

実績となる“2９％”だと想定している。 

取り得る対応 

 当初申請時における設備導入対策の実施による推計削減率の“20％”、削減量認
定時の推計削減率の“20％”という数字は、あくまでも申請要件にすぎません。

都外の事業所は、都内の大規模事業所の削減義務率“27％”に相当する、排出総

量の削減目標率“27％”を遂行しなければなりません。事例のように削減率の実
績が“2９％”であっても、その“2９％”がまるごと都外クレジットとなるわけ

ではなく、2９％－27％＝2％が都外クレジットとして認められる削減量です。 

 整理すると、削減量認定申請時に、① 実際に実施した設備導入対策による削減

率が“20％”をクリアしていること、② 排出総量の削減実績が“27％”をクリ
アしていることが、都外クレジットが認められる条件となります。 

＜対策の実施によりクレジットが発生する例＞ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

＜対策を実施してもクレジットが発生しない例＞ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

参照ガイドライン 都外クレジット算定ガイドライン 第3部 

第三計画期間における削減目標率は 27％です。 

都内大規模事業所のような用途等の区分、トップレベ

ル事業所のような軽減措置はありません。 

基準排出量 

 

20％ 

以上 

27％ 29％ 

設備導入対策の実施 

による削減率 

22％ 

総量の 

削減実績 削減目標率 認められるｸﾚｼﾞｯﾄ 

＜ 

20％ 

以上 

17％ 29％ 
設備導入対策の実施 

による削減率 

10％ 

総量の 

削減実績 削減目標率 認められるｸﾚｼﾞｯﾄ 

＞ 

総量の削減実績が削減目標率に達していても（29%＞

27%）、設備導入対策の実施による実績削減率が 20％に
達していないため、クレジットは発生しない。 

なし 

20％ 

以上 

２7％ 25％ 
設備導入対策の実施 

による削減率 

総量の 

削減実績 削減目標率 認められるｸﾚｼﾞｯﾄ 

総量の削減実績が目標削減率に達して

いない（25%＜27%）ため、クレジ

ットは発生しない。 

なし 

22％ ＜ 

２％は都外クレジット

となる。 

基準排出量 

 

27％ 

基準排出量 

 

推計削減率 
総量の 
削減実績 

推計削減率 

推計削減率 総量の 

削減実績 

総量の 

削減実績 



 

 

 

4-5 
分 類 都外クレジット 

事 項 買い手側における充当可能量の上限 

事 例 

都内の事業者A 社は、特定地球温暖化対策事業者であり、削減義務を負ってい

る。にもかかわらず、排出量が 3,000t-CO2増加してしまった。そこで、茨城県

の事業者 B社の都外クレジットを排出量取引によって取得し、自らの義務履行に充
てたいと考えている。B社の都外クレジットは、A 社の削減不足量の全てを満たす

程の量なので、これを全て取得して、一気に義務履行しようとしている。 

取り得る対応 

 都外クレジットは、削減義務量に無制限に充当できるものではありません。 
都内の大規模事業所ごとに、その削減義務量の１/３までしか充てることはでき

ません。 

例えば、A 社の基準排出量が 10,000 t-CO2、削減義務率が 27％とすると、
削減義務期間 5年間における削減義務量は 13,500t-CO2（10,000t-CO2/年×

27％×5年）であり、5年間の総排出量は 36,500 t-CO2以下にする必要があり

ますが、結果として 3,000 t-CO2増加し、53,000 t-CO2となってしまったと

します。 
 義務充当が必要なのは、13,500t-CO2（削減義務量）＋3,000t-CO2（増加し

てしまった量）＝16,500 t-CO2ですが、都外クレジットを義務履行に充てるこ

とのできる量は、4,500 t-CO2（13,500 t-CO2×1/3）となります。 
 もし、排出量取引により削減義務を履行するならば、都外クレジットだけでなく、

都内中小クレジット、再エネクレジット、埼玉連携クレジット等を活用する必要が

あります。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

（参考）削減できなかった排出量を、都外クレジットで 100％補える場合 

 
 

 

 
 

 

 
 

参照ガイドライン 都外クレジット算定ガイドライン 第２部、第 3部 

基準排出量の 

8％（800ｔ-CO2） 

買い手（特定地球温暖化対策事業者 A 社） 

 

売り手（都外事業者 B 社） 

 

排出量増加分 

3,000 t-CO2 

4,500 t-CO2 

都外クレジット 

以外で充当が 

必要な量 

 

12,000 t-CO2 

都外クレジット充当可能量 

 

削減義務量の 1/3以下 

発行可能量 

削減 

できた量 

 

削減できなかった量＝都外クレジットで 100％充当可能 1,000 t-CO2 

削減できなかった量が削減義務量の 1/3以

下であれば、都外クレジットで 100%充当

できます。 

10,000 

t-CO2 

6,500 

t-CO2 

6,900 

t-CO2 

7,000 

t-CO2 

6,800 

t-CO2 

6,200 

t-CO2 

2,700t-CO2（削減目標率 27％） 

2,800t-CO2発行可能 

（800+400+300+500+800） 

基準排出量 1 年目 2 年目  3 年目 4 年目 5 年目 

削減義務量 

13,500 

t-CO2 

 

削減義務量 

13,500 

t-CO2 

 

削減義務量 
13,500 

t-CO2 

 



 

 

 

 

5-１ 
分 類 埼玉連携クレジット 

事 例 埼玉連携クレジットを義務充当に使用する場合の手続きと留意点 

事 例 

都制度の特定地球温暖化対策事業所の所有者（指定地球温暖化対策事業者）であ

るA 社は、第二計画期間の削減量が不足している状況である。埼玉県にも大規模
事業所を有しているため、埼玉県目標設定型排出量取引制度で創出された超過削減

量を、当該事業所の削減不足分に充当しようと考えている。この場合、どのような

手続が必要で、何を留意したら良いか。 

取り得る対応 

東京都の排出量取引制度では、埼玉県で創出されるクレジット等のうち、埼玉県の超

過削減量、県内中小クレジットを埼玉連携クレジットとして利用できます。 

埼玉県の一般管理口座にある埼玉連携クレジット等を本制度における一般管理口座
に移転させる場合、1)埼玉県の一般管理口座のクレジットを減少させ、2)東京都に対

し、本制度の一般管理口座にクレジットを増加させるための申請が必要です。 
具体的には、以下の手順です。 

1) 埼玉県の一般管理口座の減少記録の申請を、埼玉県が定める申請書で行います。

これにより減少記録を証明する書類の発行を受けます。 
2) その後、東京都に対し、振替可能削減量等発行等申請書にこの証明書を添付して

申請します。手続が完了すると、本制度の一般管理口座に埼玉連携クレジットが
発行されます。 

申請における留意点は、下記のとおりです。 

 埼玉県の超過削減量を利用する場合、創出元の事業所の基準排出量が15万 t-CO2

以下であること 

 埼玉県目標設定型排出量取引制度における目標達成が確認された場合に限られる

こと 
 利用できる量に上限はなく、クレジットの有効期限は東京都の超過削減量と同様

であること 
なお、発行されたクレジットを義務充当する場合は、一般管理口座から指定管理口座

にクレジットを移転させる申請が必要になります（移転後は自動で義務充当されま

す。）。 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン 第２部 第３章６ 

東京都 

埼玉県 

申請書の確認 

クレジット等の 
増加記録 

クレジット等の減少 

記録を証明する書面 

クレジット等の減少 

記録を証明する書面 

振替可能削減量等 

発行等申請書 

 
一般 

 
一般 

埼玉県の一般管理口座上で、

移転するクレジット量分が

減少します。 

東京都の一般管理口座上で、

移転したクレジット量分が

増加します。 

埼玉県の一般管理口

座に関する手続は、

埼玉県規定の申請書

面で、埼玉県へ申請

してください。 

埼玉県が定める申請書 

 

申請書の確認 

クレジット等の 

減少記録 

東京都の一般管理口

座に関する手続は、

東京都規定の申請書

面で、東京都へ申請

してください。 

クレジット等の移転申請 

（減少記録の申請） 

 

クレジット等の取得申請 

（増加記録の申請） 

減少記録証明書の受領 

東京都と埼玉県にそ

れぞれ一般管理口座

が必要です。（東京都

と埼玉県の口座名義

人は同一であること
が必要です。） 



 

 

 

 

5-2 
分 類 埼玉連携クレジット（東京連携クレジット） 

事 例 埼玉県制度の削減目標達成に東京都クレジット等を使用 

事 例 

東京都の特定地球温暖化対策事業所の所有者である A社は、東京都の事業所で

は省エネ対策が進み、第三計画期間に超過削減量を発行できる見込みである。一方、
埼玉県にも大規模事業所を有しているが、埼玉県の目標達成型排出量取引制度にお

ける削減目標の達成が難しい状況である。東京都の超過削減量を埼玉県の事業所の

削減目標達成に使用しようと考えている。この時、どういう手続が必要で、何に留

意したら良いか。 

取り得る対応 

東京都のクレジットの中で、埼玉県の目標達成型排出量取引制度における削減目
標の達成に利用することが可能なクレジットは、超過削減量、都内中小クレジット

です。 

東京都の一般管理口座にある超過削減量等を埼玉県に移転させる場合、1）東京
都の一般管理口座のクレジットを減少させ、2）埼玉県に対し埼玉県の一般管理口

座にクレジットを増加させる申請が必要です。 

具体的には、以下の手順です。 

1) 東京都の一般管理口座の減少記録の申請を、振替可能削減量振替申請書で行
います。これにより減少記録を証明する書類の発行を受けます。 

2) その後、埼玉県の一般管理口座の増加記録の申請を、埼玉県が定める申請書

に減少記録証明書を添付して申請します。手続が完了すると、埼玉県の一般
管理口座にクレジットが発行されます。 

申請においての留意点は、下記のとおりです。 

 東京都の超過削減量を利用する場合、東京都の総量削減義務の履行が確認され
た事業所で創出されたものに限られること。 

 削減目標の達成に利用できる量に上限はありませんが、埼玉県への申請につい

ては埼玉県にお問合せいただきます。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

参照ガイドライン 排出量取引運用ガイドライン  第２部 第３章６ 

東京都 

埼玉県 

申請書の確認 

クレジット等の 

減少記録 

クレジット等の減少 

記録を証明する書面 

クレジット等の減少 

記録を証明する書面 

振替可能削減量 

振替申請書 

 

一般 

 
一般 

埼玉県の一般管理口座上で、

移転するクレジット量分が

増加します。 

東京都の一般管理口座上で、

移転したクレジット量分が

減少します。 

埼玉県の一般管理口

座に関する手続は、

埼玉県規定の申請書

面で、埼玉県へ申請

してください。 埼玉県が定める申請書 

 

申請書の確認 

クレジット等の 

増加記録 

東京都の一般管理口

座に関する手続は、

東京都規定の申請書

面で、東京都へ申請

してください。 

クレジット等の取得申請 

（増加記録の申請） 

 

クレジット等の移転申請 

（減少記録の申請） 

減少記録証明書の受領 

東京都と埼玉県にそ

れぞれ一般管理口座

が必要です。（東京都

と埼玉県の口座名義

人は同一であること
が必要です。） 


